令和８年度　地域文化財総合活用推進事業（地域伝統行事・民俗芸能等）　意向調査書　　　　　　　　　　　（提出日　令和　年　月　日）
	１　申請者

　　申請者住所

（上記以外に
希望する連絡先）
	（団体名）
（職・氏名）


	
	〒 　   －

電話（　　　　　　　　）Email（　　　　　　　　　　　）

	
	（氏名・フリガナ）


	
	〒　　　－　　　　
電話（　　　　　　　　）Email（　　　　　　　　　　　）

	２　祭り・伝統行事の名称及び実施場所
	（フリガナ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（名　　称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（主な実施場所）



	３　事業内容
	

	４　祭事の年代・
　　形式・規模・
    由緒・実施時期等
	

	５　保全理由

	

	６　事 業 費
（見積額）
	＊税込額を記入してください。

	７　工　　　期
	 　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日


注）１　見積書・仕様書(修理設計書)・現況の写真等を添付してください。
　　２　関係資料があればそれを添付してください。
記載要領　
令和８年度　地域文化財総合活用推進事業（地域伝統行事・民俗芸能等）　意向調査書　　　　　　　　　　　（提出日　令和　年　月　日）

	１　申請者
    職・氏名
　　申請者住所
　希望する連絡先
	事業主体となる法人名（団体名）を記入してください。
「職」とは「代表役員」「会長」等の役職名を指します。宗教法人の場合は法人の所在地を記載。
連絡先欄は無住や担当者が別にいる等で連絡先が異なる場合に明記してください。

	２　祭り・伝統行事の名称及び実施場所
	祭り・伝統行事等の名称、フリガナ及び主な実施場所（神社名、公民館名等の施設名）を記入してください。

	３　事業内容
	用具等の修理内容を具体的に記入してください。

	４　祭事の年代・
　　形式・規模・    由緒・実施時　　期等
	①具体的に年代が判明しているものについては、根拠も含めその年代、年代が不明な場合は「○○時代初期」等でも可。全く不明の場合は「不明」と記入してください。
②由緒等があれば記入してください。 
③民俗芸能や伝統行事等にあっては､祭等の実施日（１０月第２日曜日等の目安となる日）を記入してください｡
＊①②については、伝承でも可。

	５　保全理由
	どのような現況で修理等をする必要があるか理由を記入してください。

例）経年劣化による

	６　事 業 費
（見積額）
	※見積書の合計金額（消費税込み）を記入してください。
※事業実施は令和８年度です。物価高騰等を見据えた見積を
取得してください。申請後の補助金の増額はできません。

	７　工　　　期
	※予定している工期を記入してください。
※開始時期は、令和８年４月（採択通知後）になります。なお、令和９年３月３１日までに支払いを完了してください。


注）１　見積書・仕様書(修理設計書)・現況の写真等を添付してください。
　　２　関係資料があればそれを添付してください。
注意事項
（補助の対象外となるもの）
　・地域色の薄い取組は補助対象外。

　・神職のみによる神事など、特定の宗教者・宗教団体によって行われる宗教行事は補助対象外。
　・概ね戦後に始まった祭・行事等に関する事業は補助対象外。
　・地域性のない囃子・和太鼓（創作太鼓等）等に使用する用具等の修理・新調は補助対象外。
　・社寺等の宗教団体所有の神輿・備品等は補助対象外。
　

（１）用具等整備事業
　・現在使用されている用具の長年の使用による経年劣化等や、近年の自然災害による破損等を原因とする用具の修理・新調が対象。
　・古くから継承されてきた仕様に基づく修理・新調に限る。特に、用具の修理については、可能な範囲で部材を活かすよう心掛けること。
（２）後継者養成事業
　・民俗芸能や伝統行事の保存会会員等を対象とした技術練磨等の取組が対象。
　・リモート配信等オンラインでの指導や講習会も対象。
（３）記録作成・情報整備事業

　・伝統行事等の継承に用いるための記録映像を作成する場合、伝承用だけでなく、普及用映像も作成して情報発信（ホームページや動画共有サイトへの掲載等）する場合のみ対象。
（その他の注意事項）

・発注見込額が１００万円（税込）以上の場合、採択後に複数社から見積りを取得する必要があります。
　・見積書の明細に「一式」と記載されている場合は、「一式」の内容が分かる内訳明細
を添付してください。
　・募集案内（詳細版）では８５％の補助率となっていますが、文化庁の令和８年度予算
の状況次第で引き下げられる可能性があります。
提 出 書 類
◆意向調査書（すべての内容に記入をお願いします）
◆カラー写真
　下記①～③すべての写真を提出してください。

　①修理・新調する用具等すべての集合写真
　②修理・新調する用具等ひとつひとつの全容がわかるように撮影した個別写真
　③破損している所を撮影した拡大写真
※破損の状況（ヨゴレ、ホツレ等）を説明してください。
①集合写真　　　　 　　　　②個別写真　　　　　　　　③拡大写真
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◆見積書
　写しを提出してください。宛先は申請者と同じ名前にしてください。
　金額や内容によっては、将来的に複数社から見積を取得していただくことになります。
（意向調査段階では１社の見積のみ提出してください。）
　荷具送料は補助金に含まれませんので注意してください。

◆仕様書
　申請者が作成してください。作成できない場合は業者から仕様書を取得し、提出してください。
　　※修理または新調の場合、修理対象及び内容によりますが数量、寸法、材質、色、
デザイン等の修理方法に関する情報が必要です。
◆指導書
　学識経験者など専門家から受けた指導内容、指導日、指導詳細と学識経験者の肩書を、
書面にしてください。
作成が難しい場合は事務局（文化財担当）まで相談してください。
◆その他
①保存会（自治会）等、事業実施団体の定款等（設立年月日も含む）

②保存会（自治会）等、事業実施団体の構成名簿（役員名簿と保存会（自治会）の人
数）
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